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【第1節 市民】 
○市民の権利 
（知る権利，参加する権利） 
○市民の責務 

【第2節 議会】 
○議会の役割及び責務 
○議会の運営 
○議員の責務 

【第3節 執行機関】 
○市長の責務 
○執行機関の役割及び責務 
○職員の責務 

【自治の基本原則】 
○情報共有の原則 
○参加の原則 
○協働の原則 

【基本理念】 
○基本的人権の尊重 
○市民主体の市政 
○地域自治の確立 

【目的】 
○市民自治の実現 

【用語の定義】 
○市民（広義） 
○参加（参画を含む概念として） 
○協働（共通する課題の解決） 

【条例の位置づけ】 
最高規範としての条例（尊重の義務） 

基本理念実現の

ための各主体共

通の行動原則 

前 文 

【第1節 市政運営の基本原則】 
○市民自治の観点              ○自治体の自己革新の観点 
・説明責任・応答責任の原則         ・法務体制の整備 
・参加機会の確保              ・政策の総合化 
                       ・財政運営の原則 
                       ・組織運営の原則 

【第2節 参加と協働の仕組み】 
○情報の収集プロセス 
・積極的な情報公開・提供（個別条例） 
○情報共有のプロセス 
・会議公開の原則（要綱対応） 
・審議会等の委員の公募（要綱対応） 
・パブリックコメント制度（要綱対応） 
○決定のプロセス 
・住民投票制度（諮問型・非常設型） 
○協働のプロセス 
・公共的課題解決のための協働の推進 
・自発的な公益活動の支援 

【第3節 市政運営のしくみ】 
○信頼性・公正性の確保の仕組み 
・コンプライアンス体制の整備（個別条例） 
・行政手続の整備（個別条例） 
・個人情報の保護（個別条例） 
○効率的な行政運営の仕組み 
・行政評価（要綱対応） 
・外郭団体の評価等 

第4章 
市民の権利利益の保護 

第5章 
国及び他の地方公共団体等との協力 

○市民の相談等への対応義務 
○不利益救済機関の整備 
 ・行政評価委員会（要綱対応） 

○国・県との対等な立場での相互協力 
○近隣自治体との連携・協力（共通課題） 
○国際交流・国際協力（日本海政令市） 

【第4節 区における住民自治】 
○地域住民による地域課題解決のしくみ  
・地域コミュニティの尊重 
○区役所との協働のしくみ 
・区役所の役割と組織等の整備 
・地域コミュニティの支援 
・区自治協議会の設置 

第1章 総 則 

第2章 
各主体の責務等 

第3章 
市政運営の諸原則 

制定の由来・経緯と，その基本原理を述べたもの。 
法的意味は，本則と一体となる法的性質を持ち，前文自体が直接的に適用されるものではなく，各条文の解釈基準になるもの。 
（各条文として盛り込むべき内容を検討した後に，それらを踏まえて検討する。） 


